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評価書番号  評価書名

後期高齢者医療制度に関する事務　重点項目評価書

 個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言

[平成30年５月　様式３]

 評価実施機関名

北九州市長

 公表日

令和6年1月15日

　北九州市は、後期高齢者医療制度に関する事務における特定個人情報
ファイルの取扱いについて、特定個人情報の漏えいその他の事態発生によ
る個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を認識し、このようなリス
クを軽減するための適切な措置を講じたうえで、個人のプライバシー等の権
利利益の保護を実施していることを宣言する。
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[

【概要】
　後期高齢者医療制度は、７５歳以上の高齢者等を対象とした医療保険制度である。
　後期高齢者医療制度の運営は、都道府県ごとに設置される後期高齢者医療広域連合（その都道府県
の区域内の全市区町村が加入する広域連合、以下「広域連合」という。）が運営主体となり、市町村と事
務を分担して行う。
本市においては、各種申請・届出の受付や被保険者証の引渡し等の窓口業務と保険料の徴収事務を行
う。
　対象となる本市の被保険者は、本市の区域内に住所を有する75歳以上の高齢者と65～74歳の者で
あって、広域連合から障害等による被保険者資格の認定を受けた者である。
　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第
27号。以下「番号法」という。）の規定に従い、特定個人情報を取り扱う事務は以下のとおり。
【特定個人情報ファイルを使用して実施する事務】
１．被保険者の資格の管理に関する事務
・被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
・被保険者証及び資格証明書の引渡し
・被保険者証及び資格証明書の返還の受付
２．医療給付に関する事務
・医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し及び返還の受付書の引渡し及び返還
の受付

１．資格管理機能
（１）年齢が７５歳以上である者等の住民及び同一世帯員の住民基本台帳情報を広域連合に提供する機
能
（２）福岡県後期高齢者医療広域連合標準システム（以下「標準システム」）において作成した被保険者
情報を取り込み、管理する機能
（３）被保険者証（短期証を含む）発行情報を管理する機能
（４）住所地特例情報を広域連合に提供する機能
（５）広域連合と資格情報を連携する機能
２．賦課管理機能
（１）賦課期日時点の被保険者及び同一世帯員の所得・課税情報を広域連合に提供する機能
（２）広域連合から提供された保険料情報を取り込み、管理する機能
（３）年金保険者から国保連合会を経由して送付される年金受給者情報を取り込む機能
（４）保険料の徴収方法（特別徴収・普通徴収）を決定し、期割計算を実施する機能
（５）保険料の期割情報を広域連合標準システムに送信する機能
（６）保険料の特別徴収依頼情報を国保連合会を経由して年金保険者へ提供する機能
（７）被保険者に保険料納入通知書等を発行する機能
３．収納管理機能
（１）収納を管理する機能（納入済通知書、口座振替、特別徴収結果）
（２）消込処理した保険料の収納情報や滞納者情報を広域連合へ送信する機能
（３）滞納を管理する機能
（４）口座振替情報を管理する機能

[ 10万人以上30万人未満

後期高齢者医療システム

4) 10万人以上30万人未満

] 住民基本台帳ネットワークシステム [

Ⅰ　基本情報
 １．特定個人情報ファイルを取り扱う事務

 ①事務の名称

 ③他のシステムとの接続

後期高齢者医療システム

 ②事務の内容

 ２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム

 ①システムの名称

○ ] 宛名システム等

 ③対象人数

 ②システムの機能

○ ] その他 （ 総合収納システム、介護保険システム、生活保護システム、 )

[ ] 情報提供ネットワークシステム [ ○

[

[

[

○

1) 1,000人未満
3) 1万人以上10万人未満]

＜選択肢＞
2) 1,000人以上1万人未満

 システム1

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム



[ ] 宛名システム等 [

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [
 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 システム2～5

 システム2

 ①システムの名称

 ②システムの機能

１．資格管理業務
（１）被保険者証の即時交付申請
市区町村の窓口端末へ入力された被保険者資格等に関する届出情報をもとに、広域連合の標準システ
ムにおいて即時に受付・審査・決定を行い、その結果を市区町村の窓口端末へ配信する。
市区町村の窓口端末では配信された決定情報をもとに被保険者証等を発行する。
（２）住民基本台帳等の取得
市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、住民票の異動に関する情報を広域連合
の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
（３）被保険者資格の異動
上記（２）により市区町村の窓口端末から広域連合の標準システムに送信された住民に関する情報によ
り、広域連合が被保険者資格に関する審査・決定を行い、広域連合の標準システムより被保険者情報等
を市区町村の窓口端末へ配信する。
２．賦課・収納業務
（１）保険料賦課
市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、個人住民税等に関するデータを広域連合
標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
広域連合の標準システムで賦課計算を行い、保険料賦課額を決定し、保険料情報等のデータを市区町
村の窓口端末へ配信する。
（２）保険料収納管理
市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、保険料収納に関する情報等のデータを広
域連合の標準システムへ送信し、広域連合の標準システム内でも同情報を管理する。
３．給付業務
市区町村より、療養費支給申請書を広域連合へ送付し、広域連合の標準システムにおいて当該情報を
用いて療養費支給決定を行い、市区町村の窓口端末のオンラインファイル連携機能を用いて、療養費支
給決定通知一覧等を市区町村の窓口端末へ配信する。
　※　オンラインファイル連携機能とは、市区町村の窓口端末のWebブラウザを用いて、各種ファイルを広
域連合の標準システムサーバに送信する機能と、広域連合の標準システムサーバ内に格納されている
各種ファイルや帳票などを市区町村の窓口端末に配信する機能のこと

[

[ ] その他 （

福岡県後期高齢者医療広域連合標準システム

)

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

[ ] 宛名システム等

)

[ ○

[ ○ ] その他 （ 後期高齢者医療システム、他の既存業務システム

] 税務システム

○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [ ○

[

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

] 税務システム

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

 システム3

 ①システムの名称 宛名管理システム

 ②システムの機能

１．宛名情報等管理機能
住民登録者及び住民登録外者の住所・氏名・送付先等の宛名情報を管理し、後期高齢者医療システム
をはじめとする既存業務システムへ提供する。



 ７．他の評価実施機関

－

 ４．個人番号の利用 ※

後期高齢者医療情報ファイル

 ５．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ※

 ３．特定個人情報ファイル名

 法令上の根拠

 ②所属長の役職名 保健福祉局健康医療部保険年金課長

 ６．評価実施機関における担当部署

 ①部署 保健福祉局健康医療部保険年金課

[ ①実施の有無

 ②法令上の根拠 -

実施しない ]

＜選択肢＞
1) 実施する
2) 実施しない
3) 未定

番号法第９条第１項　別表第一の５９の項
番号法別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第４６条
北九州市個人番号の利用に関する条例第３条別表１の４の項、別表２の２４の項、３４の項

 ③他のシステムとの接続

[ ] 情報提供ネットワークシステム

 システム4

 ①システムの名称 総合収納システム

 ②システムの機能

　後期高齢者医療システム及び各賦課業務システムの収納データを管理し、決算事務や滞納整理対象
者の抽出を支援するシステムであり、次の機能を有する。
１．金融機関からの入金情報の取り込み
２．還付・充当情報の作成及び通知書の作成
３．督促状、催告書の作成
４．統計・決算情報の作成
５．口座情報・納税貯蓄組合情報の管理
６．延滞金・還付加算金の計算

)

] 税務システム

○

[ ] 住民基本台帳ネットワークシステム [

] 庁内連携システム

] 既存住民基本台帳システム

[

[ ○ ] 宛名システム等 [ ○

[ ○ ] その他 （

総合滞納整理ｼｽﾃﾑ、国民健康保険ｼｽﾃﾑ、介護保険ｼｽﾃﾑ、後期高齢者医
療ｼｽﾃﾑ、市営住宅管理ｼｽﾃﾑ、就学援助ｼｽﾃﾑ、保健福祉総合ｼｽﾃﾑ、し尿
処理手数料ｼｽﾃﾑ、ごみ処理手数料ｼｽﾃﾑ、母子寡婦福祉資金貸付金ｼｽﾃ
ﾑ、入金管理ｼｽﾃﾑ、住宅貸付償還ｼｽﾃﾑ

 システム6～10

 システム11～15

 システム16～20



] 地方税関係情報

○

] 障害者福祉関係情報

] 学校・教育関係情報

] 災害関係情報

] 介護・高齢者福祉関係情報

 ⑤保有開始日

）

○識別番号
・個人番号及びその他識別情報…対象者を正確に特定するために保有
○連絡先等情報
・4情報…被保険者証の印字等、事務で必要とする氏名、住所等を管理するために保有
・その他住民票関係情報…世帯主と被保険者の関係を示す続柄等を保有
○業務関係情報
・地方税関係情報…所得情報に基づき、保険料額の算定、医療費の自己負担割合、所得区分等を把
握
するために保有
・生活保護・社会福祉関係情報…被保険者資格の得喪に必要なために保有
・介護・高齢者福祉関係情報…適正な特別徴収の実施に必要なために保有
・年金関係情報…適正な特別徴収の実施に必要なために保有

[

] 年金関係情報

[

[

○

平成２８年１月１日

] 児童福祉・子育て関係情報 [

[

] その他

 全ての記録項目

 その妥当性

Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

 ③対象となる本人の範囲　※ 被保険者、被保険者であった者及びそれらの同一の世帯員

 その必要性 正確かつ公平・公正な後期高齢者医療制度に関する事務を迅速に行うため

 ④記録される項目 [

] 4情報（氏名、性別、生年月日、住所）

・識別情報

・連絡先等情報

○

 １．特定個人情報ファイル名

後期高齢者医療情報ファイル

 ２．基本情報

 ①ファイルの種類　※ [

 主な記録項目　※

[

] 医療保険関係情報○

[ ○

[

＜選択肢＞
1） システム用ファイル
2） その他の電子ファイル（表計算ファイル等）

] ②対象となる本人の数

 ⑥事務担当部署 保健福祉局健康医療部保険年金課

＜選択肢＞

] 健康・医療関係情報

] 生活保護・社会福祉関係情報 [

（

[ ] 雇用・労働関係情報 ○

[

[

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

[

別添１を参照。

[

]

○

[

[ 10万人以上100万人未満

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

システム用ファイル

[ ○ [ ○

] 1） 10項目未満 2） 10項目以上50項目未満
3） 50項目以上100項目未満

[

4） 100項目以上

] 個人番号 ] その他識別情報（内部番号）

] 連絡先（電話番号等）

100項目以上

[ ] 個人番号対応符号 ○

] その他住民票関係情報

] 国税関係情報

・業務関係情報



[ ] 民間事業者 （

[

] その他 （

）

[ [

○

] 電子メール [ ○ ○

）

[ ○ （ 厚生労働大臣若しくは日本年金機構又は共済組合等

[ ○ ] 評価実施機関内の他部署

 使用部署

] その他

[

 ②入手方法

）

○ 福岡県後期高齢者医療広域連合（

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

100人以上500人未満 2） 10人以上50人未満

 ⑤使用方法

[

保健福祉局健康医療部保険年金課、各区役所国保年金課、各区役所市民課・出張所

 ３．特定個人情報の入手・使用

財政局税務部課税課、市民文化スポーツ局市民総務
部戸籍住民課、保健福祉局地域福祉部介護保険課、
保健福祉局総務部保護課

 ③使用目的　※

 使用者数

 ④使用の主体

 情報の突合
・住基情報と申請内容を突合して被保険者及び同一世帯員を確認する。
・地方税関係情報と被保険者及び同一世帯員を突合して所得額を確認する。
・年金関係情報と保険料額を突合して特別徴収を決定する。

高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令による後期高齢者医療の資格・賦課・徴収・給付に関
する事務をを正確に遂行するため

 ①入手元　※

[

 ⑥使用開始日

（

[

[

１．被保険者資格管理に必要な住民基本台帳情報を入手し、広域連合に提供し、被保険者情報の
　 提供を受ける。
２．保険料賦課決定及び一部負担金判定に必要な所得・課税情報を入手し、広域連合に提供する。
３．年金保険者から入手した年金受給情報を基に特別徴収対象者を決定し、対象者の情報を管理す
る。
４．広域連合が決定した賦課情報を管理し、保険料（納入）額通知書・納付書を被保険者に送付する。
５．徴収した保険料の収納情報・滞納情報を管理する。

5） 500人以上1,000人未満

）] 行政機関・独立行政法人等

] 本人又は本人の代理人

] 情報提供ネットワークシステム

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

）

] 庁内連携システム] 専用線

] 地方公共団体・地方独立行政法人

（

○ ] 紙 [

4） 100人以上500人未満
6） 1,000人以上

）

[

[ ] フラッシュメモリ

平成28年1月1日



 委託の有無　※

 ②委託先における取扱者数

 委託事項2

 委託事項1

 ①委託内容 システム基盤（オペレーション業務等）

システム基盤（オペレーション業務等）

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

 ③委託先名

2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満

再
委
託

[ 10人以上50人未満

[

[

運用及び保守業務の一部

再
委
託

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ④再委託の有無　※

オペレーション業務

 委託事項3

 ⑤再委託の許諾方法

 ⑥再委託事項

 ①委託内容 総合収納システムの運用及び保守業務

 ⑥再委託事項

10人以上50人未満

再委託しない

 ②委託先における取扱者数 [

 ③委託先名 株式会社ＲＫＫＣＳ

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 委託事項2～5

 ③委託先名 株式会社日立製作所　九州支社　北九州支店

 ④再委託の有無　※ [

 ①委託内容

 ②委託先における取扱者数

[

日立・NTTデータ企業連合

]

＜選択肢＞

2） 10人以上50人未満
4） 100人以上500人未満

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人以上50人未満

（

]

）　件

＜選択肢＞
1） 委託する 2） 委託しない

]

＜選択肢＞
1） 10人未満
3） 50人以上100人未満

委託する

7

再委託する

]
1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

＜選択肢＞

]

後期高齢者医療システムの運用及び保守業務

1） 再委託する 2） 再委託しない
再委託する

総合収納システム運用保守業務

　委託先及び再委託先から下記資料の提出を受け、承諾を判断している。
また、再委託を承諾する条件として、再委託先の管理・監督業務を行うことを条件に、許諾している。
＜委託先＞
　・再委託対象業務、再委託の理由、再委託先名称、再委託期間等を含む再委託の承認依頼
＜再委託先＞
　・情報資産の保護体制等の報告
　・従事者一覧
　・代表者を含む情報資産に関する誓約書

＜選択肢＞

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

]
1） 10人未満

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満
5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

後期高齢者医療システムの運用保守業務

＜選択肢＞

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

4） 100人以上500人未満

　委託先及び再委託先から下記資料の提出を受け、承諾を判断している。
また、再委託を承諾する条件として、再委託先の管理・監督業務を行うことを条件に、許諾している。
＜委託先＞
　・再委託対象業務、再委託の理由、再委託先名称、再委託期間等を含む再委託の承認依頼
＜再委託先＞
　・情報資産の保護体制等の報告
　・従事者一覧
　・代表者を含む情報資産に関する誓約書

1） 再委託する 2） 再委託しない



 ①委託内容

 ⑥再委託事項

再
委
託

区役所国保年金課の窓口業務の一部

 ②委託先における取扱者数

 ⑤再委託の許諾方法

 ④再委託の有無　※ [

 委託事項7

]

再
委
託

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

 ③委託先名
パーソルテンプスタッフ株式会社（小倉北区役所国保年金課、小倉南区役所国保年金課
及び八幡西区役所国保年金課）

 ⑥再委託事項

 ②委託先における取扱者数 [

 委託事項4

10人以上50人未満

九州総合サービス株式会社　北九州支社

再委託しない

 委託事項6

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

1） 再委託する 2） 再委託しない

 委託事項6～10

再委託しない

 ①委託内容 後期高齢者医療の保険料納入通知書の出力及び発送業務

[ ②委託先における取扱者数

 ③委託先名

再
委
託

アクセンチュア株式会社

再
委
託

 ⑥再委託事項

 ①委託内容

 ④再委託の有無　※

 ⑤再委託の許諾方法

 ④再委託の有無　※ [

 ⑤再委託の許諾方法

＜選択肢＞

再委託しない

10人未満

ＮＤＳデータソリューションズ株式会社　北九州センター

 ①委託内容

後期高齢者医療保険料納入通知書出力及び発送業務

区役所国保年金課の窓口業務

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

10人以上50人未満

＜選択肢＞

データエントリー業務

1） 10人未満 2） 10人以上50人未満

 委託事項5

 ②委託先における取扱者数

＜選択肢＞

 ③委託先名

 ⑥再委託事項

[

[

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

＜選択肢＞

＜選択肢＞

] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

2） 10人以上50人未満

電話による後期高齢者医療保険料納付勧奨業務

10人未満

再委託しない

＜選択肢＞

] 1） 10人未満

＜選択肢＞

3） 50人以上100人未満 4） 100人以上500人未満

]

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

 ③委託先名

税金・料金お知らせセンター管理運営業務

] 1） 再委託する 2） 再委託しない

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上

5） 500人以上1,000人未満 6） 1,000人以上
4） 100人以上500人未満

後期高齢者医療　税情報パンチ業務

] 1） 10人未満 2） 10人以上50人未満
3） 50人以上100人未満

[



10万人以上100万人未満 ]

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満

[ ] その他 （

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[ [

[ [

 移転先1 福岡県後期高齢者医療広域連合

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

[ ○

5） 1,000万人以上

・被保険者(※)：75歳以上の者(年齢到達予定者を含む)、または65歳以上75歳未満で一定の障害があ
る者(本人申請に基づき認定した者）
・世帯構成員：被保険者と同一の世帯に属する者
・過去に被保険者であった者およびその者と同一の世帯に属していた者
※高齢者の医療の確保に関する法律第50条から第55条に基づく被保険者

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

[

 ⑥移転方法

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満

] フラッシュメモリ

）

 提供・移転の有無

後期高齢者医療被保険者のうち、特別徴収の判定対象である者

[ ○

 ④提供する情報の対象とな
る本人の数

 ⑤提供する情報の対象とな
る本人の範囲

 ③提供する情報

 提供先2～5

高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第136条第１項（同法第140
条第3項において準用する場合を含む。)、第138条第1項又は第141条第１項の規定により通知すること
とされている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの

（ ○1] 提供を行っている 3 ） 件

月次・年次

 ⑥提供方法

 ⑦時期・頻度

[

 ①法令上の根拠 番号法第19条第8号　別表第２の83の項

厚生労働大臣又は共済組合等 提供先1

）

 ③移転する情報

１．資格管理業務
・被保険者資格に関する届出：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後に届出のある都度
・住民基本台帳情報：個人番号の付番、通知の日（平成２７年１０月５日）以後の準備行為として一括で
移転、番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
・住登外登録情報：個人番号の付番、通知の日（平成２７年１０月５日）以後の準備行為として一括で移
転、番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
２．賦課・収納業務
・所得・課税情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は月次の頻度
・期割情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
・収納情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
・滞納者情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
３．給付業務
・療養費関連情報等：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は月次の頻度

 ⑦時期・頻度

１．資格管理業務
・被保険者資格に関する届出：転入時等に当市窓口において、被保険者となる住民より入手した届出情
報
・住民基本台帳情報：年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者と
なっている住民および世帯構成員の住基情報（世帯単位）
・住登外登録情報：年齢到達により被保険者となる住民および世帯構成員、並びに既に被保険者となっ
ている住民および世帯構成員の住登外登録情報（世帯単位）
２．賦課・収納業務
・所得・課税情報：後期高齢者医療の被保険者の保険料および一部負担割合算定に必要な情報
・期割情報：当市が実施した期割保険料の情報
・収納情報：当市が収納および還付充当した保険料の情報
・滞納者情報：当市が管理している保険料滞納者の情報
３．給付業務
・療養費関連情報等：当市で申請書等をもとに作成した療養費情報等

 ①法令上の根拠

【住民基本台帳情報】
 高齢者の医療の確保に関する法律第48条、第54条第1項、第10項
【住民基本台帳情報以外の情報】
 高齢者の医療の確保に関する法律第48条、第54条第1項、第138条

市区町村と広域連合は別の機関であるが、｢一部事務組合又は広域連合と構成地方公共団体との間
の特定個人情報の授受について（通知）｣（平成27年2月13日府番第27号、総行住第14号、総税市第12
号）の記の２により、窓口業務を構成市区町村に残しその他の審査・認定業務等を広域連合が処理す
る場合などについては、同一部署内での内部利用となると整理されている。このため、当市が福岡県広
域連合に情報を送付することは、同一部署内での内部利用となるが、本評価書においては、当市から
広域連合に特定個人情報を送付することについて、便宜上「移転」の欄に記載している。

 ②移転先における用途

被保険者資格の管理(高齢者の医療の確保に関する法律第50条等)、一部負担割合の判定(高齢者の
医療の確保に関する法律第67条等)や保険料の賦課(高齢者の医療の確保に関する法律第104条等)等
の事務を行う上で、被保険者(被保険者資格の取得予定者を含む)とその被保険者が属する世帯構成
員の所得等の情報を管理する必要があるため。

（

 ②提供先における用途
高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入に関する事務
であって主務省令に定めるもの

[

[ ○

] 行っていない

[ ]

[

 ５．特定個人情報の提供・移転（委託に伴うものを除く。）

） 件

＜選択肢＞
1） 1万人未満
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

10万人以上100万人未満

[ ] 移転を行っている （

[

[

[ ] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙[

] 情報提供ネットワークシステム

] 電子メール

] その他



地方税法第20条の11、北九州市個人番号の利用に関する条例

 ③移転する情報 後期高齢者医療保険料納付情報

 ⑥移転方法

[

 ②移転先における用途 個人市県民税の算定における社会保険料控除（後期高齢者医療保険料の支払額）の適用のため

 ⑦時期・頻度

4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

] 専用線

 移転先2～5

[

[

[

[

 ①法令上の根拠

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] フラッシュメモリ

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

社会保険料控除適用の対象年度の納付情報に含まれる被保険者及び被保険者であった者

財政局税務部課税課 移転先2

１．資格管理業務
・被保険者資格に関する届出：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後に届出のある都度
・住民基本台帳情報：個人番号の付番、通知の日（平成２７年１０月５日）以後の準備行為として一括で
移転、番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
・住登外登録情報：個人番号の付番、通知の日（平成２７年１０月５日）以後の準備行為として一括で移
転、番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
２．賦課・収納業務
・所得・課税情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は月次の頻度
・期割情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
・収納情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
・滞納者情報：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は日次の頻度
３．給付業務
・療養費関連情報等：番号利用開始日（平成２８年１月１日）以後は月次の頻度

 ⑦時期・頻度

] 紙

[ ○

 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

10万人以上100万人未満

] その他 （ ）

年次（２月）

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ]
2） 1万人以上10万人未満
3） 10万人以上100万人未満

] 庁内連携システム

] 電子メール

[



 移転先11～15

] 専用線

] 電子記録媒体（フラッシュメモリを除く。）

] 紙

[

3） 10万人以上100万人未満
4） 100万人以上1,000万人未満
5） 1,000万人以上

保健福祉局健康医療部保険年金課

 ①法令上の根拠 北九州市個人番号の利用に関する条例

 移転先3

＜選択肢＞
1） 1万人未満

[ ] 2） 1万人以上10万人未満 ④移転する情報の対象とな
る本人の数

 ７．備考

-

 ６．特定個人情報の保管・消去

 保管場所　※

＜北九州市における措置＞
・セキュリティカードによる入退室管理を行っている部屋の、更にセキュリティカードで入退室管理を行っ
ているサーバ室内のシステム基盤上に保管している。また、該当システム基盤のサーバログインは、ＩＤ
／パスワードによる認証が必要で、限られたメンバーしか操作できない。
・申請書、出力帳票等の紙書類については，関係者以外の立ち入れない執務室内にある鍵付のキャビ
ネット内での保管を義務付けている。
・業務に影響のないデータについては、システム内で定期的に消去処理を実行している。
・特定個人情報を入手する際に用いた紙の申請・届出書等は、文書管理規程に基づく保管期限後に廃
棄を行っている。

（

 ②移転先における用途
北九州市後期高齢者のはり及びきゅうの施術に要する費用の補助に関する規則による施術に要する
費用の補助に関する事務

 移転先6～10

 ⑦時期・頻度 情報提供依頼のあった都度

 ③移転する情報 被保険者資格情報

 ⑤移転する情報の対象とな
る本人の範囲

特定個人情報ファイルの範囲と同様

 ⑥移転方法

[

[ [

[

○

[

1万人未満

] その他

[

] 庁内連携システム

] 電子メール

] フラッシュメモリ

）

 移転先16～20



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

■住所地特例
後期保険者番号,被保険者番号,住所地特例履歴通番,住所地特例管理元市町村コード,住所地特例個人区分コード,住所地特例個人番
号,住所地特例氏名カナ（漢字）,住所地特例生年月日,住所地特例性別コード,住所地特例適用開始年月日,住所地特例適用終了年月
日,住所地特例現都道府県名（漢字）,住所地特例現市区町村名（漢字）,住所地特例現住所（漢字）,住所地特例作成年月日,住所地特例
作成時刻,住所地特例予備領域,住所地特例送達区分コード

■証情報
後期保険者番号,被保険者番号,証情報履歴通番,証情報地方公共団体コード,証情報保険者番号,証情報管理元市町村コード,証情報個
人区分コード,証情報個人番号,証情報証区分コード,証情報被保険者番号（漢字）,証情報交付年月日和暦（漢字）,証情報氏名カナ（漢
字）,証情報氏名（漢字）　,証情報生年月日和暦（漢字）,証情報性別（漢字）,証情報都道府県名（漢字）,証情報市区町村名（漢字）,証情
報住所（漢字）,証情報資格取得年月日和暦（漢字）,証情報発効期日年月日和暦（漢字）,証情報有効期限年月日和暦（漢字）,証情報一
部負担金の割合（漢字）,証情報保険者番号（漢字）,証情報保険者名称（漢字）,証情報宛名氏名（漢字）,証情報宛名都道府県コード,証
情報宛名市区町村コード,証情報宛名町名コード,証情報宛名都道府県名（漢字）,証情報宛名市区町村名（漢字）,証情報宛名住所（漢
字）,証情報宛名郵便番号（漢字）

■年金情報
年金情報固有番号,年金情報処理年度,年金情報レコード区分コード,年金情報市区町村区分コード,特別徴収義務者コード,回付情報通
知内容コード,年金情報予備３領域,年金情報特別徴収制度コード,年金情報作成年月日,年金情報基礎年金番号,年金コード,年金情報予
備１領域,年金情報年金受給者生年月日,年金情報年金受給者性別コード,年金情報年金受給者氏名（カナ）,年金情報年金受給者氏名
（漢字）,年金情報郵便番号,年金情報年金受給者住所（カナ）,年金情報年金受給者住所（漢字）連結,年金情報各種区分コード,年金情報
処理結果コード,年金情報後期移管コード,年金情報予備２領域,年金情報各種年月日,年金情報各種１金額,年金情報各種２金額,年金情
報各種３金額,年金情報予備領域,後期保険者番号,被保険者番号,年金証書記号番号,社保地共済区分コード,年金情報年次月次フラグ,
年金情報対象者捕捉月,年金情報特別徴収開始期別番号,年金情報特徴中止フラグ,年金情報相手固有番号,被保険者行政区コード,被
保険者構成識別コード,被保険者政令広域コード,年金情報修正被保険者番号

■参照用税情報
後期保険者番号,税情報管理元市町村コード,税情報個人区分コード,税情報個人番号,税情報相当年度,税情報地方公共団体コード,税
情報異動区分コード,税情報更正年月日,税情報更正事由コード,税情報納税者台帳番号,税情報課税非課税区分コード,税情報未申告
区分コード,税情報経過措置フラグ,税情報旧ただし書所得優先フラグ,税情報減額対象所得優先フラグ,税情報低１低２判定所得優先フ
ラグ,税情報一部負担割合判定所得優先フラグ,税情報旧ただし書所得額,税情報減額対象所得額,税情報低１低２判定所得額,税情報一
部負担割合判定所得額,税情報市町村民税課税所得額,税情報営業所得額,税情報農業所得額,税情報不動産所得額,税情報利子所得
額,税情報配当所得額,税情報配当証券投資所得額,税情報外貨建配当所得額,税情報配当(控除無)所得額,税情報給与所得額,税情報
公的年金所得額,税情報その他雑所得額,税情報雑所得合計額,税情報総合短期譲渡所得額,税情報総合長期譲渡所得額,税情報一時
所得額,税情報総合譲渡一時所得額,税情報給与収入額,税情報専従者収入額,税情報専従者給与額,税情報公的年金収入額,税情報分
離短期譲渡一般所得額,税情報分離短期譲渡軽減所得額,税情報分離長期譲渡一般所得額,税情報分離長期譲渡特定所得額,税情報
分離長期譲渡軽課所得額,税情報山林所得額,税情報先物取引所得額,税情報未公開株式譲渡所得額,税情報上場株式譲渡所得額,税
情報分離短期一般特別控除額,税情報分離短期軽減特別控除額,税情報分離長期一般特別控除額,税情報分離長期特定特別控除額,
税情報分離長期軽課特別控除額,税情報繰越純損失額,税情報繰越雑損失額,税情報繰越株式損失額,税情報繰越先物損失額,税情報
繰越居住用損失額,税情報居住用損失額



 （別添１） 特定個人情報ファイル記録項目

■後期高齢個人ファイル
後期高齢世帯番号,後期高齢氏名（カナ）,後期高齢通称名（カナ）,後期高齢キー氏名（カナ）,後期高齢氏名（漢字）,後期高齢通称名（漢
字）,後期高齢本名通称名区分コード,後期高齢氏名（英字）,後期高齢併記用氏名（漢字）,後期高齢氏名分類コード,後期高齢外国人コー
ド,後期高齢生年月日年号コード,後期高齢生年月日,後期高齢生年月日設定フラグ,後期高齢性別コード,後期高齢続柄１コード,後期高
齢続柄２コード,後期高齢続柄３コード,後期高齢続柄４コード,後期高齢続柄（漢字）,後期高齢異動年月日,後期高齢異動届出年月日,後
期高齢異動事由コード,後期高齢世帯登録区分コード,後期高齢住民年月日,後期高齢消除年月日,後期高齢都道府県コード,後期高齢
市町村コード,後期高齢町名コード,後期高齢現都道府県名（漢字）,後期高齢現市町村名（漢字）,後期高齢住所（漢字）,後期高齢番地
（漢字）,後期高齢方書（漢字）,後期高齢親郵便番号,後期高齢子郵便番号,後期高齢転入前都道府県コード,後期高齢転入前市町村コー
ド,後期高齢転入前都道府県名（漢字）,後期高齢転入前市町村名（漢字）,後期高齢転入前住所（漢字）,後期高齢転入前番地（漢字）,後
期高齢転入前方書（漢字）,後期高齢転入前親郵便番号,後期高齢転入前子郵便番号,後期高齢転出先都道府県コード,後期高齢転出先
市町村コード,後期高齢転出先都道府県名（漢字）,後期高齢転出先市町村名（漢字）,後期高齢転出先住所（漢字）,後期高齢転出先番地
（漢字）,後期高齢転出先方書（漢字）,後期高齢転出先親郵便番号,後期高齢転出先子郵便番号,後期高齢国籍コード,後期高齢外国人
在留資格コード,後期高齢外国人在留開始年月日,後期高齢外国人在留終了年月日,後期高齢番地区分コード,後期高齢番地,後期高齢
号番号,後期高齢枝番号,後期高齢行政区コード,後期高齢方書（カナ）,後期高齢現住所市内外区分コード,後期高齢転入前市内外区分
コード,後期高齢転出先市内外区分コード,後期高齢構成識別コード,後期高齢政令広域コード,後期高齢地方公共団体コード,後期高齢介
護保険者番号,後期高齢介護被保険者番号,後期高齢個人住定年月日,後期高齢世帯住定年月日,後期高齢作成年月日,後期高齢作成
時刻,後期高齢予備領域,後期高齢処理区分コード,後期高齢送付予定区分コード

■送付済個人情報
送付ファイル作成年月日,送付ファイル作成時間,送付個人通番,送付個人送付用地方公共団体コード,送付個人送付用後期保険者番号,
送付個人管理元市町村コード,送付個人個人区分コード,送付個人個人番号,送付個人履歴通番,送付個人世帯番号,送付個人介護保険
者番号,送付個人介護被保険者番号,送付個人氏名（カナ）,送付個人通称名（カナ）,送付個人氏名（漢字）,送付個人通称名（漢字）,送付
個人本名通称名区分コード,送付個人外国人区分コード,送付個人生年月日年号コード,送付個人生年月日,送付個人生年月日設定フラ
グ,送付個人性別コード,送付個人続柄１コード,送付個人続柄２コード,送付個人続柄３コード,送付個人続柄４コード,送付個人異動年月
日,送付個人個人住定年月日,送付個人世帯住定年月日,送付個人異動届出年月日,送付個人異動事由コード,送付個人世帯登録区分
コード,送付個人住民年月日,送付個人消除年月日,送付個人現都道府県コード,送付個人現市町村コード,送付個人現町名コード,送付個
人行政区コード,送付個人現都道府県名（漢字）,送付個人現市町村名（漢字）,送付個人現住所（漢字）,送付個人郵便番号,送付個人転
入前都道府県コード,送付個人転入前市町村コード,送付個人転入前都道府県名（漢字）,送付個人転入前市町村名（漢字）,送付個人転
入前住所（漢字）,送付個人転入前郵便番号,送付個人転出先都道府県コード,送付個人転出先市町村コード,送付個人転出先都道府県
名（漢字）,送付個人転出先市町村名（漢字）,送付個人転出先住所（漢字）,送付個人転出先郵便番号,送付個人国籍コード,送付個人在
留資格コード,送付個人在留開始年月日,送付個人在留終了年月日,送付個人作成年月日,送付個人作成時刻,送付個人予備領域,送付
個人送付フラグ,送付個人処理区分コード

■被保険者広域情報
後期保険者番号,被保険者番号,被保情報履歴通番,被保情報地方公共団体コード,被保情報保険者番号,被保情報管理元市町村コード,
被保情報個人区分コード,被保情報個人番号,被保情報被保険者資格取得事由コード,被保情報被保険者資格取得年月日,被保情報被
保険者資格喪失事由コード,被保情報被保険者資格喪失年月日,被保情報被保険者番号適用開始年月日,被保情報被保険者番号適用
終了年月日,被保情報氏名カナ（漢字）,被保情報生年月日,被保情報性別コード,被保情報現都道府県名（漢字）,被保情報現市町村名
（漢字）,被保情報現住所（漢字）

■被保険者
後期保険者番号,被保険者番号,被保険者履歴通番,後期高齢履歴通番,被保情報履歴通番,被保険者異動事由コード,被保険者異動年
月日,被保険者資格取得事由コード,被保険者資格取得年月日,被保険者資格喪失事由,被保険者資格喪失年月日,被保険者保険者番
号適用開始年月日,被保険者保険者番号適用終了年月日,被保険者管理元市町村コード,被保険者個人番号,被保険者個人区分コード,
被保険者住基ネット個人番号,被保険者住基世帯番号,被保険者後期世帯番号,被保険者都道府県コード,被保険者市町村コード,被保険
者町名コード,被保険者キー氏名（カナ）,被保険者氏名（カナ）,被保険者通称名（カナ）,被保険者氏名（漢字）,被保険者通称名（漢字）,被
保険者本名通称名区分コード,被保険者氏名（英字）,被保険者併記用氏名（漢字）,被保険者氏名分類コード,被保険者生年月日年号
コード,被保険者生年月日,被保険者性別コード,被保険者都道府県名（漢字）,被保険者市町村名（漢字）,被保険者住所（漢字）,被保険者
番地（漢字）,被保険者方書（漢字）,被保険者親郵便番号,被保険者子郵便番号,被保険者電話番号,被保険者転入元市町村名（漢字）,被
保険者記載１備考（漢字）,被保険者記載２備考（漢字）,被保険者記載３備考（漢字）,被保険者番地区分コード,被保険者番地,被保険者
号番号,被保険者枝番号,被保険者行政区コード,被保険者方書（カナ）,被保険者市内外区分コード,被保険者構成識別コード,被保険者
政令広域コード,被保険者地方公共団体コード,被保険者外国人在留開始年月日,被保険者外国人在留終了年月日,被保険者外国人在
留資格コード,被保険者寝たきりフラグ,被保険者無医地区フラグ,被保険者居所不明フラグ



１．宛名システムにおける措置
宛名システム等で管理する特定個人情報は、利用する業務システム毎にアクセス制御を行う。
２．後期高齢者医療システムにおける措置
庁内の他システムからアクセスできないよう適切なアクセス制限を講じており、目的を超えた紐付けは行
われないようにしている。

 特定個人情報の入手（情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

－

Ⅲ　リスク対策　※（７．②を除く。）

 ２．特定個人情報の入手 （情報提供ネットワークシステムを通じた入手を除く。）

 リスクへの対策は十分か

 ３．特定個人情報の使用

[

 １．特定個人情報ファイル名

後期高齢者医療情報ファイル

 リスク：　目的外の入手が行われるリスク

【対象者以外の情報の入手を防止するための措置の内容】
１．被保険者からの入手
申請等の届出において、申請書等の内容や本人確認書類（免許証等）の確認を厳格に行い、対象者以
外の情報入手を防止している。
2．庁内連携からの入手
庁内連携による情報入手については，後期高齢者医療の被保険者資格（年齢が　７５歳以上である者
等）等要件を満たす対象者のみ抽出し、広域連合標準システムと連携するたため、対象者以外の情報を
入手することはない。
３．広域連合からの入手
標準システム窓口端末における措置
・入手元は、広域連合の標準システムに限定されており、配信されるデータは広域連合において関連性
や整合性のチェック(※1)が行われていることが前提となるため、対象者以外の情報を入手することはな
い。
・窓口端末において対象者の検索結果を表示する画面には、氏名及び生年月日又は住所（以下「 個人
識別情報」という。）と個人番号を同一画面上に表示することによって、個人識別事項の確認を促し個人
番号のみによる対象者の特定を行うことを抑止することで、誤った対象者を検索するリスクを軽減してい
る。
※1：ここでいう関連性・整合性チェックとは、既に個人番号が紐付いている(宛名番号が同じ)人に、以前
と違う個人番号を紐付けようとした場合、あるいは個人番号が空白の場合に、確認リストを出 力する等の
機能のことを指す。

【必要な情報以外を入手することを防止するための措置の内容】
１．被保険者からの入手
被保険者等に記入してもらう申請書等のうち、当市が窓口端末から印刷する様式においては申請書等を
受領した被保険者等が必要以上の情報を記載しないよう、必要最低限の適切な項目のみが記載された
様式としており、必要以上の情報を入手を防止している。
2．庁内連携からの入手
庁内連携で入手する情報は、情報資産を保有する他の部署からあらかじめデータ利用承認を受けた項
目のみ入手しており、必要な情報以外を入手することはない。
３．広域連合からの入手
標準システム窓口端末における措置
・入手元は、広域連合の標準システムに限定されており、配信されるデータは広域連合においてあらかじ
め指定されたインターフェイス(※1)によって配信されることが前提となるため、必要な情報以外を入手す
ることはない。
・被保険者等に記入してもらう申請書等のうち、当市が窓口端末から印刷する様式においては、申請書
等を受領した被保険者等が必要以上の情報を記載しないように、必要最低限の適切な項目のみが記載
された様式としており、必要以上の情報を入手するリスクを軽減している。
※1：ここでいう指定されたインターフェイスとは、｢後期高齢者医療広域連合電算処理システム外部イン
ターフェイス仕様書｣に記載されている広域連合の標準システムと標準システム窓口端末間でやりとりさ
れるデータ 定義のことをいい、その定義に従った項目(法令等で定められた範囲)でないと、広域連合の
標準システムからデータ配信ができないしくみになっている。

 リスクに対する措置の内容

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

＜選択肢＞

3） 課題が残されている

3） 課題が残されている
1） 特に力を入れている 2） 十分である十分である

[ 十分である

]

 リスクへの対策は十分か

 リスクに対する措置の内容

 リスク１：　目的を超えた紐付け、事務に必要のない情報との紐付けが行われるリスク



・対象業務システムを利用する端末は、該当職員個人のＩＣカード及びパスワードによる認証を行ってい
る。
・対象業務システムを利用する職員を特定し、職員毎に利用可能な機能を制御（アクセス制御）している。
・認証に使用するパスワードは、定期的に変更する運用を行っている。

 特定個人情報の使用におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 その他の措置の内容 －

－

 リスクへの対策は十分か

 ユーザ認証の管理

 具体的な管理方法

 リスク２：　権限のない者（元職員、アクセス権限のない職員等）によって不正に使用されるリスク

[ 十分である ] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である

] 1） 行っている 2） 行っていない
＜選択肢＞[ 行っている

3） 課題が残されている



定めている[

[

[ 十分に行っている

・データの秘密保持に関する事項
・再委託の禁止又は制限に関する事項
・情報資産の指示された目的外への使用及び第三者への提示の禁止に関する事項
・データの複写及び複製の禁止に関する事項
・事故発生時における報告義務に関する事項
・情報資産の保護状況の検査の実施に関する事項
・データの授受及び搬送に関する事項
・委託を受けた事業者等におけるデータの保管及び廃棄に関する事項
・その他データの保護に関し必要な事項
・前記各事項の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項

 委託契約書中の特定個人情
報ファイルの取扱いに関する
規定

 再委託先による特定個人情
報ファイルの適切な取扱いの
担保

] 委託しない

] 提供・移転しない

 具体的な方法
業務委託等契約と同様に、再委託先の情報資産の保護体制、方法等をあらかじめ調査及び確認すると
ともに、秘密を保持する等のため、その代表者及び従事者から誓約書を徴収している。

[

 特定個人情報ファイルの取扱いの委託におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置

 リスクへの対策は十分か

 ５．特定個人情報の提供・移転 （委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。） [

1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

－ その他の措置の内容

2） 十分である十分である ] ＜選択肢＞

十分である

 特定個人情報の提供・移転（委託や情報提供ネットワークシステムを通じた提供を除く。）におけるその他のリスク及びそのリスクに対す
る措置

 リスクへの対策は十分か

媒体により情報を提供する場合、別途、情報取得依頼票による事前の申請を必要とする。

[ ]

－

3） 課題が残されている

 リスク：　委託先における不正な使用等のリスク

 規定の内容

1） 定めている 2） 定めていない

－

1） 定めている

 リスク：　不正な提供・移転が行われるリスク

 その他の措置の内容

 ルールの内容及び
ルール遵守の確認方
法

＜庁内他部署への移転＞
他の業務所管課より情報の移転・提供を求められた場合は、データ利用申請書による申請が必要であ
り、審査の結果、承認されたものについてのみ、データの移転・提供を行っている。
＜広域連合への移転＞
標準システム窓口端末における措置
・当市の窓口端末から広域連合の標準システムへのデータ送信については、｢府番第27号 一部事務組
合又は広域連合と構成地方公共団体との間の特定個人情報の授受について（通知） 平成27年2月13日｣
において、同一部署内での内部利用の取扱いとするとされている。
・情報システム管理者は当市の窓口端末から広域連合の標準システムへのデータ送信に関する記録を
確認し、不正なデータ配信が行われていないかを点検する。

[ 定めている ＜選択肢＞ 特定個人情報の提供・移転に
関するルール

]

] ＜選択肢＞
2） 定めていない

 ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託

] 1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない 4） 再委託していない

2） 十分に行っている
＜選択肢＞

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている 2） 十分である



【特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクに対する物理的対策】
＜北九州市における措置＞
特定個人情報を管理しているサーバーの設置場所は、以下の物理的対策を行っている。
・建物及びサーバー室までの経路に機械警備システムを導入し、入室可能な者の特定及び入室の管理を行っている。
・サーバー室の入口付近に監視カメラを設置し、入退出者を管理している。
・サーバー室内に設置したサーバーは、全て鍵付のサーバーラックに設置している。
・帳票を出力する印刷室についてもサーバー室と同様な機械警備及び監視カメラによる入室管理を行っている。
【特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスクに対する技術的対策】
＜北九州市における措置＞
・特定個人情報ファイルを管理しているサーバーは、インターネット等の外部ネットワークから隔離されたネットワーク上に設置している。
・特定個人情報ファイルを管理している全てのサーバーには、ウイルス対策ソフトを導入しており、パターンファイルも最新版が適用され
るよう管理している。
・特定個人情報ファイルにアスセスする業務用端末は、端末側に業務データが残らない方式を採用している。
＜広域連合標準システムにおける措置＞
標準システム窓口端末における措置
・窓口端末には、ウィルス対策ソフトを導入し、ウィルスパターンファイルは適時更新する。
・不正アクセス防止策として、ファイアウォールを導入している。
・オペレーティングシステム等にはパッチの適用を随時に、できるだけ速やかに実施している。

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

[ ]

 リスクへの対策は十分か

○

 その内容

 リスク２： 不正な提供が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

発生なし

[ 十分である

 その他の措置の内容 －

＜選択肢＞
1） 特に力を入れている

1） 発生あり

 ６．情報提供ネットワークシステムとの接続

－

 再発防止策の内容 －

＜選択肢＞
2） 発生なし

[

 情報提供ネットワークシステムとの接続に伴うその他のリスク及びそのリスクに対する措置

[ 十分に行っている

 リスク：　特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク

 ②過去３年以内に、評価実施
機関において、個人情報に関
する重大事故が発生したか

 ①事故発生時手順の策定・周
知

3） 課題が残されている

] 接続しない（提供）[ ○ ] 接続しない（入手）

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れている
3） 課題が残されている

2） 十分である

[

] ＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている
3） 十分に行っていない

2） 十分に行っている

[

 ７．特定個人情報の保管・消去

2） 十分である リスクへの対策は十分か ]

 リスク１：　目的外の入手が行われるリスク

 リスクに対する措置の内容

 リスクへの対策は十分か

2） 十分である
3） 課題が残されている

 特定個人情報の保管・消去におけるその他のリスク及びそのリスクに対する措置



－

 １０．その他のリスク対策

 ８．監査

 実施の有無

 従業者に対する教育・啓発

 具体的な方法

＜選択肢＞
1） 特に力を入れて行っている 2） 十分に行っている
3） 十分に行っていない

＜北九州市における措置＞
全職員を対象とした情報セキュリティ研修を年に１回実施し、情報セキュリティ意識の向上を図っている。
更に、初任者及びセキュリティ責任者については別途、情報セキュリティに関する研修を年に１回実施し
ている。
＜標準システム窓口端末における措置＞
・委託者に対しては、契約内容において、個人情報保護に関する秘密保持契約を締結している。
・違反行為を行ったものに対しては、都度指導の上、違反行為の程度によっては懲戒の対象となりうる。

 ９．従業者に対する教育・啓発

] 外部監査

]

[] 内部監査[ ○ [

[ 十分に行っている

] 自己点検



 ①方法 －

 ③主な意見の内容

 ②実施日・期間 －

－

 ３．第三者点検　【任意】

 ①実施日 －

－

 ②方法 －

 ③結果

 １．基礎項目評価

 ①実施日 平成27年7月31日

 ２．国民・住民等からの意見の聴取　【任意】

 ②しきい値判断結果 ＜選択肢＞
1） 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる
2） 基礎項目評価の実施が義務付けられる（任意に重点項目評価を実施）
3） 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない（任意に重点項目評価を実施）

][ 基礎項目評価及び重点項目評価の実施が義務付けられる

 ①連絡先
〒803-8501　北九州市小倉北区城内1番1号
北九州市保健福祉局健康医療部保険年金課
TEL　093-582-2415

 ②対応方法 問い合わせの受付時及びその対応について、記録を残す。

Ⅴ　評価実施手続

Ⅳ　開示請求、問合せ
 １．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求

 ①請求先
〒803-0814　北九州市小倉北区大手町11番５号
北九州市立文書館
TEL 　093-561-5558

 ②請求方法 個人情報保護法第77条に基づき、必要事項を記載した開示請求書を提出する。

 ③法令による特別の手続

 ④個人情報ファイル簿への不
記載等

－

－

 ２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ



財政局税務部課税課、市民文化スポーツ局市
民総務部戸籍住民課、保健福祉局地域福祉部
介護保険課、保健福祉局総務部保護課

事後

事後

北九州市個人番号の利用に
関する条例の制定によるもの
で、その他の項目の変更であ
り、事前の提出、公表が義務
付けられていない。

北九州市個人番号の利用に
関する条例の制定によるもの
で、その他の項目の変更であ
り、事前の提出、公表が義務
付けられていない。

会社の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

北九州市個人番号の利用に関する条例

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　２．基本情報　⑥事務担
当部署

保健福祉局保健医療部保険年金課

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　３．特定個人情報の入
手・使用　④使用の主体　使
用部署

保健福祉局健康医療部保険年金課

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転　　移転先３

保健福祉局保健医療部保険年金課

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５特定個人情報の提供・
移転　移転先２　①法令上の
根拠

番号法第９条第２項により定める条例（制定予
定）

組織の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

組織の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　３．特定個人情報の入
手・使用　①入所元

財政局税務部課税課、市民文化スポーツ局市
民部区政課、保健福祉局地域支援部介護保険
課、保護課

保健福祉局健康医療部保険年金課 事後
組織の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

Ⅱ特定個人情報ファイルの概
要　５．特定個人情報の提供・
移転　移転先３　①法令上の
根拠

番号法第９条第２項により定める条例（制定予
定）

人事異動に伴う記載内容の変
更であり，重大な変更に当た
らない。

保健福祉局健康医療部保険年金課 事後

変更前の記載 変更後の記載 提出時期

Ⅰ基本情報　６．評価実施機
関における担当部署　②所属
長

保険年金課長　末若　　明 保険年金課長　花田　隆一

北九州市個人番号の利用に関する条例 事後

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託事項
２　　③　委託先名

株式会社日立製作所　九州支社公共情報シス
テム営業部北九州営業所

株式会社日立製作所　九州支社　北九州支店 事後

（別添２）変更箇所

組織の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

変更日

平成29年4月21日

平成29年4月21日

平成29年4月21日

事後

提出時期に係る説明

Ⅰ基本情報　４．個人番号の
利用　法令上の根拠

番号法第９条第２項により定める条例（制定予
定）

北九州市個人番号の利用に関する条例第３条
別表１の４の項、別表２の２４の項、３４の項

事後

項目

組織の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

事後

平成29年4月21日

平成29年4月21日

平成29年4月21日

Ⅰ基本情報　６．評価実施機
関における担当部署　①部署

保健福祉局保健医療部保険年金課 保健福祉局健康医療部保険年金課

保健福祉局健康医療部保険年金課

北九州市個人番号の利用に
関する条例の制定によるもの
で、その他の項目の変更であ
り、事前の提出、公表が義務
付けられていない。

事後

平成29年4月21日

平成29年4月21日

平成29年4月21日

平成29年4月21日



Ⅵ開示請求、問合せ　２．特定
個人情報ファイルの取扱いに
関する問合せ　①連絡先

委託事項６を追加 事後

番号法第１９条第８号　別表第２の８３の項 事後
番号法の改正に対応していな
かったため。

委託事項７を追加

－

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　５．特定個人情報ファイ
ルの提供・移転（委託に伴うも
のを除く。)　提供先１　　①
法令上の根拠

番号法第１９条第７号　別表第２の８３の項

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託

－

Ⅳ開示請求、問い合わせ　1.
個人情報の開示：訂正・利用・
停止請求 ②請求方法

北九州市個人情報保護条例17条に基づき 個人情報保護法第77条に基づき

事後 文言が重なっていたため。

小倉北区の委託先が変更に
なったため。

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託事項
６　　③　委託先名

株式会社　アール・ケーケー・コンピューター・
サービス

株式会社ＲＫＫＣＳ 事後

新たに始まった業務のため。

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託

事前 根拠法の変更に伴うもの。

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　６．特定個人情報保管・
消去

特定個人情報を入手する際に用いた紙の申請・
届出書等は、文書管理規程規定に基づく保管
期限後に廃棄を行っている。

特定個人情報を入手する際に用いた紙の申請・
届出書等は、文書管理規程に基づく保管期限
後に廃棄を行っている。

保健福祉局保健医療部保険年金課 保健福祉局健康医療部保険年金課 事後
組織の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

事後

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託事項
５　　③　委託先名

小林クリエイト株式会社　北九州営業所 九州総合サービス株式会社　北九州支社 事後 委託先が変更になったため。

会社の名称等の形式的な変
更であるため重要な変更に当
たらない。

Ⅱ特定個人情報ファイルの
概要　４．特定個人情報ファイ
ルの取扱いの委託　委託事項
６　　③　委託先名

株式会社エイジェック（小倉北区役所国保年金
課）
パーソルテンプスタッフ株式会社（小倉南区役
所国保年金課及び八幡西区役所国保年金課）

パーソルテンプスタッフ株式会社（小倉北区役
所国保年金課、小倉南区役所国保年金課及び
八幡西区役所国保年金課）

事後

平成31年2月6日

平成31年2月6日

令和6年1月15日

令和6年1月15日

令和6年1月15日

令和6年1月15日

令和6年1月15日

令和6年1月15日

平成29年4月21日


